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設備投資を検討の皆様へ

参考：一般財団法人地域総合整備財団　
 ふるさと融資の制度概要から一部抜粋

法人格を有する
民間事業者

地域振興に資する、あらゆる分野の
民間事業で公益性と事業採算性等
の観点から実施される事業

設備の取得に係る費用

貸付対象事業費の総額から補助金を控除した額の 35％以内
○県から融資を受ける場合……………42 億円まで
○市町村から融資を受ける場合………10.5 億円まで

○貸付利率…………無利子
○償還期間…………5 ～ 20 年以内（据置 5 年以内含む）
○担保………………民間金融機関の連帯保証が必要

　事業地が、過疎地域、定住自立圏の場合、
融資限度額が45％になります。

有利な資金調達方法を検討されるときに、「ふるさと融資（無利子）」を入れて計画作成をお薦めします。

◇正 会 員：

◇準 会 員：

◇賛助会員：

本法人の専門的な実務を積極的に担い、総
会においては議決権を有する会員。
本法人の活動を推進するために入会した個
人又は法人等。
本法人の目的に賛同し、活動を賛助するため
に入会した医療機関、介護・福祉事業者

■ 会員

入会金 会費（１年分）

正 会 員
準 会 員
賛 助 会 員

100,000円
50,000円

30,000円

15,000円
10,000円

10,000円

当法人では、設立趣旨をご理解いただき賛同して
くださる会員を募集しています。 ① 地域の医療・介護・福祉事業の弱い部分に寄付します。

 （例えば、過疎地医療の支援、認知症対応事業の支援、障がい者事業の支援など）
② 寄付していただいた方のご意向を尊重して寄付金の使途を決定します。

●寄付金の使途予定について

●寄付者の税制優遇

相続財産を
寄付した相続人

法　　　人

個　　　人 所得税（国税）の計算において、寄附金控除（所得控除）又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことに
より、所得税の控除を受けることができます。

法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合
は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限
度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と
合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人（特例認定NPO
法人は適用されません）に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その
寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。その他、詳しくはお問い合わせください。
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対象事業者 対象事業 対象費用等

融資限度額

融 資 条 件

「ふるさと融資（無利子）」を活用されてみませんか？

特定非営利活動法人

MCW経営サポートセンター
〒680-0864 鳥取県鳥取市吉成 1151 番地４
TEL.0857-29-0130
Mail　mcw@sky.megaegg.ne.jp
ホームページ　http://www.mcw-ms.jp/

適切に対応させていただくために、ご相談や
指導は予約制をとっています。事前に電話ま
たは、メールでの予約をお願いします。

受付時間 ９：００～１８：００（平日）
土曜日・日曜日も対応できますが、事前にご相談ください。

ご相談は
予約制

当法人では、医療・介護・福祉事業
の経営サポートを行なうことにより、
地域のみなさんが安心して幸せな
生活をおくることができるよう貢献
してまいります。皆様からのあたた
かいご支援をお願い申し上げます。

個人10万円・法人20万円以上ご寄付いただいた方は、当法人事
務所内にお名前と金額を10年間掲示させていただきます。

■ ご寄付のお願い

寄付金専用振込用紙をお送りさせていただきますので、下記にご連絡をお願い申し上げます。
※税制上の措置は「一般の寄付金」に該当します。

□私たちの事業の趣旨にご賛同いただいた方
□事業支援をさせていただき感動いただいた方

　この融資申請には、申請事務等に精通
した担当者を配置いただくのが望ましい
のですが、相応しい担当者がおられない
場合には、当法人が事務代行や地方公共
団体及び金融機関との交渉支援を行なう
ことができますのでご相談ください。




